
よこはま ふれあい助成金
【令和５年度募集分】

募集説明会

地域福祉保健計画区分助成（市社協受付分）は、令和
５年度募集分から一部変わります。
申込みをお考えの団体は、ぜひご参加ください。

日時：令和４年11月21日 (月) 10時 ～ 11時30分

会場：Zoomによるオンライン開催

第４期横浜市地域福祉保健計画に沿って新たに取り組む先駆的かつ、市域（複数区）

で実施する事業が対象です

【助成対象団体】 原則として、横浜市に活動拠点を置く以下の団体・法人

◆横浜市の地域福祉促進のために事業を行う市民活動団体及び法人(※)

◆横浜市の障害福祉促進のために事業を行う障害当事者及び家族団体並びに法人(※)

※法人については特定非営利活動法人（一般・認定・指定）もしくは作業所・グループ
ホームを運営している一般・公益社団法人が対象です。

11月10日(木)に「市民活動団体向け助成金セミナー」を開催します！
詳細は横浜市ボランティアセンターウェブサイトでご案内中です。
（裏面に二次元コードを記載）

申込みは入力フォームからお願いします。
下記URL、または二次元コードからアクセスしてください。
https://forms.office.com/r/6kskggXnjp

募集説明会に参加しなくても助成金の申込みは可能です 助成受付等は裏面へ

https://forms.office.com/r/6kskggXnjp


受付期間：令和４年11月22日（火）～１２月１３日（火）

土・日・祝日・休館日を除く 月～金曜日 午前９：００～１１：３０／午後１：００～４：３０

【事前予約・電話番号】０４５－２０１－８６２０

横浜市ボランティアセンター窓口にて受付。事前予約制です。

令和５年度 よこはま ふれあい助成金 申請について

助成区分 対象事業（予定）
助成

年限

申請限度額と

助成予算

重点計画１

地域福祉保健活動

推進のための

基盤づくり

・時事的な社会課題や制度の狭間の問題を捉え、

解決に向けて取り組む事業

・生活課題を抱え支援を必要とする人(※１)に直接

的な支援をおこなう、または必要とする人に向け

て情報を提供・発信する事業

・多様性（国籍、年齢、性別、障害など様々な立

場や背景）の理解を広げ、同じ地域の住民とし

て受け止められる風土づくりを推進する事業

（研修、講座、啓発イベント等）

・地域福祉保健活動に参加する人材の育成事業

（養成講座、スキルアップ講座等）

【主な対象事業】

＜条件＞

① 不特定多数の横浜市民を対象とする市内で行う事

業であること。

② 市域活動事業もしくは複数区で活動している事業

であること。（新規事業は単一区での活動は対象外）

③ 非営利な事業であること。

④ 第４期横浜市地域福祉保健計画に基づく左記の重

点計画１・２・３いずれかに当てはまり令和５年

度に事業開始を予定または拡充するもの。

⑤ 市社協との連携・協力により、効果的な活動となる

ことが期待できる事業

１年
(※２)

【新規】
申請上限：
１団体 100万円

【継続】
申請上限：
１団体 30万円または

100万円
※継続での申請は、令
和４年度までに助成を
受けている団体に限り
ます。

【助成予算】
300万円予定

※上記は変更になる場
合があります。
詳細は説明会当日及び
説明会終了後、様式等
を横浜市ボランティア
センターウェブサイト
に掲載します。

重点計画２

身近な地域で支援が

届く仕組みづくり

重点計画３

幅広い市民参加の

促進、多様な主体の

連携・共働の推進

【助成区分・助成額・助成件数等】

【申込み・問い合わせ】
社福）横浜市社会福祉協議会 横浜市ボランティアセンター
〒２３１－８４８２
横浜市中区桜木町１－１健康福祉総合センター８階
TEL：０４５－２０１－８６２０ ／ FAX ０４５－２０１－１６２０
E-mail： yvc@yokohamashakyo.jp
URL：https://www.yokohamashakyo.jp/yvc/

※１ 生活課題があり支援を必要とする人とは、生活困窮、ひきこもり、孤立、虐待、ＤＶなどの課題が
あり支援を必要とする人をさします。

※２ 同一事業での申請は事業内容に拡充がある場合にのみ３回まで申請が可能。


